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会議の結果報告 
 

名称 令和７年度 玉川地区学校適正配置地元代表協議会【設立準備会・第１回】 
開催日時 令和７年 11 月 25 日（火） 19 時 00 分〜20 時 10 分 
開催場所 今治市玉川支所 ２階 大ホール 

出席者 

 【委 員】会長 外１８名（教育長、副教育長を含む） 
     ※１名代理出席（鴨部小学校 PTA）、 

２名欠席（日の出保育所保護者、九和保育所保護者） 
 【その他】 今治市玉川支所長 
 【事務局】 今治市教育委員会教育政策局長 外７名 

傍聴者  なし 

議題 

１ 玉川地区学校適正配置地元代表協議会の設立について 
２ 協議会の委員について 
３ 地元代表協議会規約について 
４ 会長・副会長の選出について 
５ 会議の運営方法について 
６ 今後の会議の進め方について 
７ 統合検討対象校の現状について 

議事内容 

１ 

玉川地区学校適正配置地元代表協議会の設立について 

事務局から協議会設立の趣旨を説明し、玉川地区学校適正配置地元代表協議会
設立の承認を得た。 

想定時期までに合意出来なかった場合はどうするのか、という意見があった。
想定する期限までに意見がまとまるよう調整を図っていくと事務局から回答。 

２ 

協議会の委員について 

現小学校が立地する自治会（摺木・中村）からの代表参加を次回から求めるも
のとし、承認を得た。 

４年後の統合を想定し、（小学校低学年などの）若い保護者が意見を言う機会が
欲しい、との意見があった。学校での説明会などの機会を設け、意見交換するこ
とで了解された。 

３ 

地元代表協議会規約について 

事務局（案）のとおり承認を得た。 
団体から選出された委員は、令和 7 年度の団体役員であり任期により交代する

ことが見込まれるが、令和 8 年度も引き続き、この会の委員としては継続される
のか、という意見があった。 

各団体の代表者は、各団体の任期により交代することを前提としている旨説明
し、了解された。ただし、会長・副会長となる方は、各団体から離れて、学識経
験者として、この協議会の期間中は継続して参加してもらうことを説明した。 
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中学校は検討の中で対象となる場合、玉川中学校の PTA も委員に追加できるの
か、という意見があった。 

議論の内容により、玉川中学校 PTA の参加が必要となった段階で、委員として
この協議会に参加いただく想定であることを説明し、了解された。 

４ 
会長・副会長の選出について 

会長について、委員の互選により選出され、副会長は会長から指名された。 

５ 

会議の運営方法について 

①原則、会議は公開とするが、会議の冒頭に委員に諮る。 
②会議録は要点記録とし、会議録署名人により署名後、ホームページに開催概

要と合わせて掲載する。 
③会議の場所は同じとし、オンライン参加が可能。 
④代理出席は認められるが、引継ぎを十分行うことに留意する。 

６ 

今後の会議の進め方について 

検討項目に沿って、概ね１年半を目処に意見集約し、意見書を提出すること、
事務局案のとおり承認された。また、１ヶ月から２ヶ月に１度、協議会を開催す
ることで合意した。 

議事内容 

７ 

統合検討対象校の現状について 

 

統合検討対象の現状を説明した。 
学校統合までの移行期間における教員加配を求める意見があった。 
県費教職員での加配は県教委と協議が必要だが、学習アシスタント等の市費で

の人員配置は柔軟に対応できると回答。 
（次回までに求められた資料） 
 ・玉川町の校区（鴨部小・九和小）から校区外の小学校に通う児童数 
 ・玉川町の校区内（鴨部小・九和小）にある保育所の園児数、そのうち玉川町 

内在住園児数 
 ・前回統合検討時（H22）の協議内容、又は意見書 
 ・学校統合により減少する交付税措置額 
 ・学校からの距離が分かる資料（3 ㎞の範囲がどの程度なのか分かるもの） 

求められた資料は次回提示する。 
備考  次回の開催は 12 月 23 日（火）午後 7 時から玉川支所 2 階 大ホール 

 


